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伐
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皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
七
六
・
九
八

岩
木
川
下
流

〃

六
五
・
三
六

岩
木
川
上
流

〃

一
、
一
〇
二
・
九
三

平
川

〃

五
五
二
・
四
八

浅
瀬
石
川

〃

六
七
七
・
〇
二

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

二
五
四
・
七
一

青
森
地
区

〃

五
九
九
・
六
六

下
北
東
部

〃

七
四
・
四
九

第
二
千
百
七
号

平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

(

月
曜
日)
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下
北
西
部

〃

六
三
・
〇
九

上
北
地
区

〃

二
一
・
〇
〇

七
戸
川

〃

五
九
二
・
二
二

奥
入
瀬
川

〃

六
七
八
・
九
一

馬
淵
川
下
流

〃

九
四
五
・
二
八

新
井
田
川

〃

一
三
七
・
二
〇

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
六
二
・
五
一

岩
木
川
下
流

〃

三
〇
四
・
九
五

岩
木
川
上
流

〃

七
・
四
〇

平
川

〃

四
〇
・
六
八

浅
瀬
石
川

〃

一
〇
六
・
三
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
一
〇

青
森
地
区

〃

一
四
九
・
三
八

下
北
東
部

〃

一
四
〇
・
〇
二

下
北
西
部

〃

二
二
・
四
四

上
北
地
区

〃

六
八
・
五
一

七
戸
川

〃

一
・
一
四

奥
入
瀬
川

〃

九
六
・
四
〇

馬
淵
川
下
流

〃

九
六
・
一
七

新
井
田
川

〃

〇
・
〇
四

西
津
軽
郡
木
造
町

飛
砂
防
備
保
安
林

六
・
一
四

北
津
軽
郡
市
浦
村

〃

六
・
二
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

二
二
・
二
〇

む
つ
市

〃

〇
・
二
二

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
二
〇

〃

六
ケ
所
村

〃

一
一
・
〇
六

〃

横
浜
町

〃

一
一
・
五
〇

三
沢
市

〃

一
一
・
一
六

上
北
郡
百
石
町

〃

四
・
八
〇

八
戸
市

〃

二
・
六
六

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
五
六

〃

深
浦
町

〃

〇
・
八
〇

〃

岩
崎
村

〃

〇
・
六
〇

〃

森
田
村

〃

〇
・
八
二

〃

車
力
村

〃

六
九
・
二
〇
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
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〃

木
造
町

〃

五
五
・
二
〇

五
所
川
原
市

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
市
浦
村

〃

一
五
・
八
八

〃

鶴
田
町

〃

三
・
二
八

〃

金
木
町

〃

〇
・
三
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
八
〇

む
つ
市

〃

四
・
二
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

〃

六
ケ
所
村

〃

三
二
・
八
〇

〃

横
浜
町

〃

八
・
三
〇

〃

七
戸
町

〃

〇
・
六
六

〃

上
北
町

〃

〇
・
六
〇

三
沢
市

〃

四
・
七
〇

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

上
北
郡
百
石
町

〃

〇
・
〇
二

北
津
軽
郡
中
里
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

青
森
市

〃

一
・
七
六

東
津
軽
郡
三
�
村

〃

〇
・
〇
八

〃

平
内
町

〃

〇
・
九
〇

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

〃

川
内
町

〃

二
五
・
九
四

〃

脇
野
沢
村

〃

五
・
〇
二

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

〃

七
戸
町

〃

二
・
九
四

十
和
田
市

〃

二
・
七
四

三
沢
市

〃

三
・
二
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
九
四

〃

三
戸
町

〃

七
・
九
五

〃

福
地
村

〃

八
・
八
六

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
五
・
五
八

南
部
地
区

〃

八
六
・
〇
四
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
Ｉ
Ｔ
Ｓ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

阿
部

一
能

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
一
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
に
お
け
る
道
路
交
通
の
安
全
性
、
輸
送
効
率
、
快
適
性
の
向
上
な
ど
を

図
る
た
め
に
、
最
先
端
の
情
報
通
信
技
術
等
を
用
い
て
、
人
と
道
路
と
車
両
と
を
一
体
の
シ
ス
テ

ム
と
し
て
構
築
す
る
新
し
い
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

(Intelligent
Transport

System
s

以
下
Ｉ

Ｔ
Ｓ)

に
つ
い
て
調
査
・
研
究
し
、
県
民
に
対
し
て
普
及
・
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｔ
Ｓ
関

連
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
通
じ
、
県
民
の
生
活
向
上
並
び
に
経
済
、
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

甲
田
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

か
ん
が
い
排
水
事
業)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

東
北
町
役
場

上
北
町
役
場

天
間
林
村
役
場

換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

中
沢
長
科
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
中
沢
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
四
年
十
二
月
二
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
四
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

�
田
村
役
場

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
和
徳
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
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第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司

公

安

委

員

会

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
八

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

東
部
交
番

青
森
市
大
字
平
新
田
字
池
上
一
一
番
地
一
二
二

｣

を｢

東
部
交
番

青
森
市
大
字
平
新
田
字
池
上
一
一
番
地
一
二
二

新
城
交
番

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
七
四
番
地
三
五

｣

に
、

｢

北
園
交
番

十
和
田
市
西
十
一
番
町
五
〇
番
二
九
号

｣

を｢

東
交
番

十
和
田
市
東
二
十
二
番
町
二
三
番
三
四
号

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

｢

青
森
警
察
署

新
城
警
察
官
駐
在
所

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
七
七
番
地
一

浜
館
警
察
官
駐
在
所

青
森
市
大
字
浜
館
一
丁
目
五
番
地
四
六

｣

を｢

青
森
警
察
署

浜
館
警
察
官
駐
在
所

青
森
市
大
字
浜
館
一
丁
目
五
番
地
四
六

｣

に
、

｢

新
和
警
察
官
駐
在
所

弘
前
市
大
字
青
女
子
字
桜
刈
二
九
六
番
地

｣

を｢

新
和
警
察
官
駐
在
所

弘
前
市
大
字
種
市
字
小
島
六
七
番
地

｣
に
、

｢
柏
警
察
官
駐
在
所

西
津
軽
郡
柏
村
大
字
桑
野
木
田
字
八
幡
一
一
三

番
地
二

｣

を｢

柏
警
察
官
駐
在
所

西
津
軽
郡
柏
村
大
字
上
古
川
字
幾
山
二
三
一
番
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監

事

〃〃〃〃〃

斉
藤
嘉
四
郎

鹿
内

臣
久

阿
保

勇

斉
藤
嘉
四
郎

中
田

長
雄

阿
保

勇

弘
前
市
大
字
清
野
袋
一
丁
目
五
の
一
一

〃

大
字
百
田
字
岡
本
二
八

〃

大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
一
の
七

〃

大
字
清
野
袋
一
丁
目
五
の
一
一

〃

大
字
百
田
字
宮
崎
一
八

〃

大
字
撫
牛
子
二
丁
目
一
一
の
七

平
成
��･

�･

��就
任

〃〃��･

�･

�退
任

〃〃
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
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こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定

中
洞
内
警
察
官
駐
在
所
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
平
成
十
四
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
、
別
表
第
二
の

改
正
規
定
中
柏
警
察
官
駐
在
所
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
平
成
十
四
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
、
別
表

第
二
の
改
正
規
定
中
新
和
警
察
官
駐
在
所
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
平
成
十
四
年
十
二
月
四
日
か
ら
、

別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
新
城
交
番
を
加
え
る
部
分
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
中
新
城
警
察
官
駐

在
所
を
削
る
部
分
に
つ
い
て
は
平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。
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